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金沢大学附属病院受託研究審査委員会標準業務手順書新旧対照表 

改正（第１8 版） 現行（第１7 版） 

〇金沢大学附属病院受託研究審査委員会標準業務手順書 

 

第 1 条～第 2 条         （略） 

 

第 3 条  審査委員会は，次に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 副病院長 1 人 

(2) 内科系診療科長及び外科系診療科長 各 3 人 

(3) 薬剤部長又は副部長 

(4) 看護部長 

(5) 先端医療開発センターの教員 1 人 

(6) 病院部長 

(7) 病院部医事課長又は副課長 

(8) 人間社会研究域の教員 2 人 

(9) 理工研究域の教員 1 人 

2～6               （略） 

 

第 4 条～第 7 条         （略） 

 

附 則                     （略） 

附 則 

この手順書は，西暦 2019年 7月 1日から施行する。 
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